
令和５年度
子育て支援推進状況報告書

（ 「 すま い る 子 ども ・ 若 者 プラ ン 」 進 捗 状 況 ）

三条市 教育委員会
子育て支援課

令和６年５月





1 子ども・若者総合サポートシステムの充実 養育支援訪問事業の充実／被虐待児童及び問題行動児童の進行管理の強化／
若者への支援体制の強化 ほか
年中児発達参観の全市実施／発達支援に係るコーディネーターの資質の向上 ほか2 三条っ子発達応援事業の充実

1 多様なニーズに対応した保育環境等の充実 3歳未満児の保育の拡充／病児・病後児保育の充実／一時預かりの拡充／
保育士確保の推進 ほか

2 子どもの放課後等の居場所の確保 児童クラブの充実／放課後の子どもの居場所の充実 ほか

3 男性の家事、子育て参加の促進 子育て世代に対する意識啓発の推進 ほか

4 出産のために退職した女性等の再就職支援 他機関と連携した就職先の紹介／再就職に向けた就労相談会等の実施／
再就職のためのセミナー等の実施／再就職マッチング事業 ほか

1 親子が集える場づくり 子育て支援センターの拡充／屋内で思い切り遊べる施設の充実 ほか

2 親子で楽しめる公園の整備 既存公園の遊具等の整備 ほか

3 子育て家庭へのサポートの充実 利用者支援事業の実施／産後ケア事業の実施 ほか

1 母子保健、家庭教育の充実 母子の歯科保健の充実／「眠育」(早寝、早起き)の啓発強化／
乳幼児とのふれあい体験の充実 ほか

2 子どもの発育・子育て相談の充実 相談事業の充実／子育てに関する情報発信の充実 ほか
3 子ども・若者の社会形成、社会参加の推進 子ども・若者の意見表明機会の充実 ほか

1 子ども・子育て家庭を支えるまちづくりの充実 関係団体への支援の強化 ほか

2 地域における安全・安心の確保 通学路の確認 ほか

１ すまいる子ども・若者プランの構成

安心して子育てを楽しむことができ、
子ども・若者の笑顔があふれるまち

ライフステージに応じた
総合的で一貫した子育て支援

Ⅰ 子育てと仕事の両立プロジェクト

Ⅱ ハッピー子育てプロジェクト

Ⅲ 子ども・若者の健やかな成長プロジェクト

Ⅴ 子ども・子育て応援社会プロジェクト

Ⅳ 子ども・若者支援プロジェクト
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〈第２期の主な取組〉



２ プランの進捗を表す指標
(1) プラン成果指標

(2) プロジェクト成果指標

指 標 H30実績 R５目標値 R5実績

1 合計特殊出生率 1.43 1.58 1.30※

2 子育てに不安を感じている人の割合 64.4% 50% 63.3%

3 子育てについての相談先を知っている割合 － 90% 80.0%

4 子育てを負担と感じている人の割合 21.2% 25% 24.0%

5 子育てに幸せを感じている人の割合 83.8% 99% 84.5%

6 父親が家事や子育てをしていると思う人の割合 64.8% 90% 66.3%

7 子育てと仕事が両立できていると思う人の割合
（仕事をしていない人を除く。） 74.6% 80% 74.4%

8 保育が充実していると思う人の割合 33.4% 70% 35.5%

9 三条市が子育てしやすいまちになったと思う人の割合 24.7% 70% 27.2%

※ 各プロジェクト下の施策ごとに、次のように成果・効果の指標を設定する。
施 策 指 標 H30実績 R５目標値 R５実績

Ⅰ 子育
てと仕事
の両立プ
ロジェク
ト

1 多様なニーズに対
応した保育環境等の充
実

女性の就職率 54.0％ 68.0% 43.5%

待機児童数（毎年度10月1日現在） 5人 0人 0人

一時預かり事業の利用者数（平日・休日） 平日 2,225人
休日    734人

平日  2,500人
休日  800人

平日  1,319人
休日  532人

2 子どもの放課後等
の居場所の確保

児童クラブの利用率 19.2％ 25.0％ 22.9％

3 男性の家事、子育
て参加の促進

３か月健診のアンケート調査で、父の育児参加につ
いて「よくやっている」と答える人の割合 58.8％ 80.0％ 72.8％

4 出産のために退職
した女性等の再就職支
援

女性の就職率【再掲】 54.0％ 68.0% 43.5%

就労相談会等参加者数 372人 400人 15人
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※R4の合計特殊出生率



施 策 指 標 H30実績 R５目標値 R５実績

Ⅱ ハッ
ピー子育
てプロ
ジェクト

1 親子が集える場づ
くり

子育て支援センター利用者数 20,871人 22,000人 13,412人

子育て拠点施設利用者数 81,678人 85,000人 75,895人

2 親子で楽しめる公
園の整備

公園来訪者数(保内公園、しらさぎ森林公園、中浦ヒメ
サユリ森林公園、かわまち交流拠点施設) 76,650人 151,000人 144,754人

3 子育て家庭へのサ
ポートの充実

子育て支援情報メールの登録者数 2,877人 6,000人 4,192人

子ども一人当たりの児童福祉費 504,152円 増加 629,190円

子ども一人当たりの母子保健費 27,838円 増加 43,806円

Ⅲ 子ど
も・若者
の健やか
な成長プ
ロジェク
ト

1 母子保健、家庭教
育の充実

子ども一人当たりの虫歯本数（5歳児） 0.97本 0.70本 0.76本

子ども一人当たりの母子保健費【再掲】 27,838円 増加 43,806円

睡眠時間が９時間未満の５歳児の割合 39.6％ 20％ 24.9％

2 子どもの発育・子
育て相談の充実

子どもの発育・子育て相談の件数 401件 420件 264件

子育て支援情報メールの登録者数【再掲】 2,877人 6,000人 4,192人

3 子ども・若者の社
会形成、社会参加の
推進

不登校児童生徒の発生率の全国平均との差 小学校 +0.04% 
中学校  -0.31%

小学校 -0.15％
中学校 -0.37％

小学校 -0.13％
中学校 -0.16％

勤労青少年ホーム(ソレイユ三条)35歳以下登録者数 130人 210人 168人

Ⅳ 子ど
も・若者
支援プロ
ジェクト

1 子ども・若者総合
サポートシステムの
充実

子ども・若者総合サポートシステム登録希望者数 87人 100人 83人

青少年相談件数 254件 380件 483件

三条地域若者サポートステーションでの進路決定割合 61.8％ 60.0％ 63.5％

2 三条っ子発達応援
事業の充実

年中児発達参観前に特別な支援や配慮を要する子ども
に気付く割合 85.2％ 89.0％ 81.3％

Ⅴ 子ど
も・子育
て応援プ
ロジェク
ト

1 子ども・子育て家
庭を支えるまちづく
りの推進

青少年育成市民会議小学校区・地域育成活動助成金申
請件数 13件 18件 15件

サンキッズカード累計交付枚数 4,443枚 5,000枚 5,797枚

2 地域における安
全・安心の確保 安心・安全情報メールの配信登録者数 8,586人 12,000人 12,565人
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２ プランの進捗を表す指標 3

※

※不登校児童生徒の発生率の全国平均との差のR5実績値の数値はR6.5.24 現在算出されていないためR4実績値



指標の状況 第２期の主
な取組項目 令和5年度の取組成果 令和6年度の取組計画

R元 R2 R3 R4 R5 目標値

56.2％ 51.1％ 47.2％ 44.0％ 43.5％ 68.0％
３歳未満児
の保育の拡
充

 令和６年４月からの済生会新潟県
央基幹病院併設なでしこぽかぽか保
育園の認可、石上どれみ保育園及び
三条白百合幼稚園の認定こども園へ
の移行により３歳未満児保育の受入
体制の更なる拡充を図るための整備
を行った。また、北陽保育園の施設
改修を支援し、保育環境の更なる充
実に努めた。 

 引き続き私立保育園の施設改修を
支援するほか、令和７年４月開園予
定の（仮称）あさひ共生小規模保育
園の開設を支援していく。

病児・病後
児保育の充
実

 令和６年４月から新たに「病児・
病後児保育ルームなでしこぽかぽ
か」を開設するに当たり、誰もがよ
り利用しやすいサービスとなるよう、
令和５年度中に対象児童の年齢要件
及び実費負担を免除する者の要件を
見直し、令和６年４月から実施した。

 引き続きより利用しやすいサービ
スとなるよう検討を重ねていくとと
もに、保育サービスを利用する必要
のある人たちに対して広く周知を
図っていく。6人

(平日)
2,370

人
(休日) 
 805人

4人

(平日)   
  2,216 
  人
(休日)
 666人

2人

(平日)  
1,373

人
(休日)
558人

1人

(平日)
879

人
(休日)
474人

０人

(平日)  
1,319

人
(休日)
532人

0人

(平日)  
2,500

人
(休日)
800人

一時預かり
の拡充

 令和４年度まで休止していたあい
あい保育園子育て支援センターの一
時預かりを再開し、栄地域における
預かり体制を拡充した。

 一時預かり事業の拡充の検討とと
もに、担い手の確保のために子ども
の預かりにおいてすでに活動してい
る子育て支援団体の運営基盤を盤石
にしていく。

保育士確保
の推進

 潜在保育士の学び直しを支援する
サークルを運営し、４人の雇用につ
なげることができた（R6.３月末現
在登録者60人）。また、サークルへ
の登録を広げていくため、サークル
講座内容、回数を増やし実施した。

 引き続きサークル登録の拡大に努
めるとともに、サークル登録者の就
業意識が高まるような活動内容とな
るよう運営していく。また、保育士
の更なる処遇改善については国の動
向を注視しつつ検討していく。

３ 各プロジェクトの進捗状況 《Ⅰ 子育てと仕事の両立プロジェクト》 
(1) 施策の状況
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ア 多様なニーズに対応した保育環境等の充実

4

女性の就職率

待機児童数

一時預かり事業の利用者数



指標の状況 第２期の主な
取組項目 令和5年度の取組成果 令和6年度の取組計画

R元 R2 R3 R4 R5 目標値

62.1％ 66.8％ 68.4％ 72.0％ 72.8％ 80.0％

子育て世代に
対する意識啓
発の推進

 婚姻届の提出時に、窓口で記入
型の「家事シェアリングリーフ
レット」を引続き配布し、性別に
とらわれない家事の関わり方につ
いて考えるきっかけとした。

 リーフレットの配布に加え、セ
ミナーを通して、企業や若年層の
男性に対しても育児の楽しさやそ
の重要性について情報発信し、男
性が家事や子育てを積極的に行う
ことへの意識の啓発・喚起を進め
ていく。

指標の状況 第２期の主な
取組項目 令和5年度の取組成果 令和6年度の取組計画

R元 R2 R3 R4 R5 目標値

23.0％
 
21.5％ 22.2％ 22.4％ 22.9％ 25.0％

児童クラブの
充実

 引き続き18クラブにおいて児童
の受入れを行った（R6.３月末登録
者数972人）。登録児童数及び実
利用者数に応じて適宜開設場所を
集約することで、少人数のときと
比較して活発な活動を誘発し、社
会性を育む場を提供することがで
きた。

 年々児童の利用率が増加してい
る各児童クラブの実態を把握し、
適切な活動スペースの確保に努め
る。 
 あわせて、支援が必要な児童の
受入場所や受入体制などについて
も検討していく。

放課後の子ど
もの居場所の
充実

 感染症の対策を徹底し、休止し
ていた放課後子ども教室の活動を
３か所全てで再開することができ
た。

 児童クラブの利用ニーズの高ま
りを踏まえつつ、「こどもの居場
所づくりに関する指針」を踏まえ、
放課後の子どもの居場所を含めた、
子どもの居場所の在り方を引き続
き検討していく。

5

イ 子どもの放課後等の居場所の確保

ウ 男性の家事、子育て参加の促進

３ 各プロジェクトの進捗状況 《Ⅰ 子育てと仕事の両立プロジェクト》  5

児童クラブの利用率

３か月健診のアンケート調査で、父の育児参加に
ついて「よくやっている」と答える人の割合

(1) 施策の状況



指標の状況 第２期の主
な取組項目 令和5年度の取組成果 令和6年度の取組計画R元 R2 R3 R4 R5 目標値

56.2％ 51.1％ 47.2％ 44.0％ 43.5％ 68.0％
他機関と連
携した就職
先の紹介

 市の「三条おしごとナビ」に特
設ページを設置し、就職先の周
知・紹介を図った。 

 女性の求職におけるニーズの把握
など、採用に繋げていくために、よ
りターゲットに響く方法について他
機関との連携を探っていく。

再就職に向
けた就労相
談会等の実
施

 子育て中の女性の再就職に向け
た終日相談会として「子育て世代
のための就労相談応援デー」を４
回、「子育て世代の座談会」を１
回開催した。（延べ参加者10人）

 再就職を目指す子育て世代を対象
にしたセミナーや相談会を開催する
など、再就職に対する不安解消やア
ドバイスを行う。
（年５回実施予定） 102人 31人 24人 11人 15人 400人

再就職のた
めのセミナ
ー等の実施

 仕事と家庭生活との両立のため
「働く女性のためのスキルアップ
セミナー」を開催した。
（１回、参加者５人）

 引続き仕事と家庭生活との両立の
ため、「働く女性のためのスキル
アップセミナー」を開催する。
（11月開催予定）

再就職マッ
チング事業

 「三条おしごとナビ」の活用に
より就職のマッチングを推進した
結果、本サイトを通じて16件の応
募があり、２件が採用に結びつい
た。 

 引き続き「三条おしごとナビ」を
活用し、再就職希望者向けの情報を
発信する。

(1) 施策の状況

6

エ 出産のために退職した女性等の再就職支援

３ 各プロジェクトの進捗状況 《Ⅰ 子育てと仕事の両立プロジェクト》  6

女性の就職率【再掲】

就労相談会等参加者数



7

停 滞 やや停滞 着 実 やや推進 推 進

(2) プロジェクトの総括と評価

 安心した子育てのためには子育てと仕事が両立できる環境を形成していくことが肝要であるとの考えの下、子どもの預
かり環境や女性の働きやすさに視点を置き、各種取組を推進してきた。
 一時預かりの利用者数や児童クラブ利用率が緩やかに上昇してきており、また、父の育児参加に対する評価も年々上昇して
きていることから、子育てと仕事が両立できる環境の充実が図られてきた。今後、より一層子育てと仕事が両立していけるよ
う、これまでの取組に加え、どのような支援が必要か検討していく。

ア 「多様なニーズに対応した保育環境等の充実」については、保育環境の整備に加え、保育現場への復職をサポートする潜
在保育士サークルの取組など保育士の確保に努めた結果、待機児童数は０人となった。今後も施設の認可、環境整備、潜在
保育士サークルからの雇用による保育士の確保により、待機児童数ゼロの維持に努めていく。一方で、休止していたあいあ
い保育園子育て支援センターでの一時預かりを再開し、全８か所の子育て支援センターでの一時預かりの体制が整ったもの
の、新型ウイルス感染症以前の利用者数には戻っていない。身近な地域で親子が集い安心して楽しめる場として子育て支援
センターがあるということを広く周知し、子育て支援センターでの一時預かりの利用につなげていく。

イ 「子どもの放課後等の居場所の確保」については、児童クラブの利用率は令和２年度に下がったものの、それ以降は緩や
かに上昇してきており、子どもの数は減少しているものの、児童クラブの利用ニーズは高まっている。居場所の確保、創出
が必要であり、児童クラブについては実態を把握し、適切な活動スペースの確保に努めている。他方で、令和２年度からさ
んさん児童クラブの運営を開始してきたが、放課後等デイサービスの利用希望者が増加していることから、支援が必要な児
童の放課後の居場所の在り方については引き続き検討していく必要がある。

ウ 「男性の家事、子育て参加の促進」については、父の育児参加について「よくやっている」の回答は増加傾向である。男
女が共に家事や子育てに携わることが自然な社会風土となるよう、各種セミナーを地道に実施していくなど、企業を含めた
当事者の意識の醸成に努めていく。

エ 「出産のために退職した女性等の再就職支援」については、女性の就職率は減少しているが、令和５年度は前年度より新
規求職者、就職求職者ともに増加した。

  また、就労相談会等の参加者数は目標値を大きく下回っているが、これは市が後援をしていた民間企業主催の就職ガイダ
ンスの参加者を令和２年度以降は新型ウイルス感染症による中止等により計上しなくなったためである。

  引き続き、三条市内の求人情報を掲載している三条おしごとナビや、就労支援相談員による相談事業により女性の再就職
を支援し、「三条市経済ビジョン」の取組と一体となり、企業の雇用労働環境の改善を促進していく。

〈総括〉

〈評価〉

３ 各プロジェクトの進捗状況 《Ⅰ 子育てと仕事の両立プロジェクト》  7



指標の状況 第２期の主
な取組項目 令和５年度の取組成果 令和６年度の取組計画

R元 R2 R3 R4 R5 目標値

 
19,316 
  人

16,412
人

12,488
人

13,032
人

13,412
人

22,000
人

子育て支援
センターの
拡充

 新型ウイルス感染症の５類への移
行に伴い、講座等の定員や開催方法
等の見直しを行うとともに、利用者
のニーズを踏まえて、各支援セン
ター等のイベントカレンダーのみ作
成していたものを、乳幼児健診や子
育て拠点施設、子育て支援センター
などのイベントを集約したカレン
ダーを作成し、利用する支援セン
ターを固定化せずに、様々な地区の
支援センターの利用につなげた。

 引き続き、市内８か所の子育て支
援センターにおいて親子が気軽に集
える場を提供していくとともに、よ
り多くの方に利用していただけるよ
う情報発信を工夫していく。

75,022
人

38,871
人

47,256
  人

63,979
  人

75,895 
人

85,000
人

屋内で思い
切り遊べる
施設の充実

 子育て拠点施設の利用者の更なる
増加を図るため周知を工夫し、減少
傾向だった利用者が３年連続で増加
した。また、公共施設の開放等更な
る子どもの遊び場確保に務め、遊び
場マップ及びホームページ等に掲載
し広報に務めた。

 引き続き、子育て拠点施設や子育
て支援センターのほか、たいぶんの
遊び場や公共施設の開放の取組など
をより多くの方に利用していただけ
るよう情報発信を工夫していく。

３ 各プロジェクトの進捗状況 《Ⅱ ハッピー子育てプロジェクト》 
(1) 施策の状況

8

ア 親子が集える場づくり

8

子育て支援センター利用者数

子育て拠点施設利用者数



指標の状況 第２期の主
な取組項目 令和5年度の取組成果 令和6年度の取組計画

R元 R2 R3 R4 R5 目標値

 
145,510

人

 
93,041

人

  
86,079

人
122,453
  人

144,754
  人

151,000
  人

既存公園の
遊具等の整
備

 四日町公園、輪中の里公園、下田
大橋河川公園の照明の更新のほか、
三条市総合運動公園の木橋の改修等
を行い、安全に楽しく遊べる環境整
備を図った。

 中浦ヒメサユリ森林公園の遊具更
新、遊歩道やトイレの改修等を実施
するとともに、公園全般について情
報発信を行う。

３ 各プロジェクトの進捗状況 《Ⅱ ハッピー子育てプロジェクト》 
(1) 施策の状況

９

9

イ 親子で楽しめる公園の整備

公園来訪者数

指標の状況 第２期の主
な取組項目 令和5年度の取組成果 令和6年度の取組計画

R元 R2 R3 R4 R5 目標値

3,639
人

3,995
  人

4,427
人

4,369
人

4,192
人

6,000
人

利用者支援
事業の実施

 子育て世代包括支援センターの
機能を担う子どもの育ちサポート
センターにおいて、母子保健事業
等を中心に相談支援等を実施した。
 伴走型出産・子育て応援事業で
は、妊娠届出時の全妊婦の面談か
ら子育て期まで一貫して継続する
伴走型相談支援を実施した。

 児童福祉法の改正により、令和
６年４月から市町村における母子
保健と児童福祉の一体的支援の体
制の必要性が規定されたが、当市
ではこれに先んじて「子どもの育
ちサポートセンター」として早く
から実施している。
 今回の国の改正を契機に妊娠・
出産から子育て期までの子ども・
子育てに係る様々な課題に対し、
より一層の切れ目のない継続的な
支援を行っていく。

子育て支援情報メールの登録者数



(1) 施策の状況

10

指標の状況 第２期の主
な取組項目 令和5年度の取組成果 令和6年度の取組計画

R元 R2 R3 R4 R5 目標値

516,690
円

560,700
円

569,494
円

618,592
円

629,190
円 増加

産後ケア事
業の実施

 産婦等の心身のケアや育児サ
ポートを行う産後ケア事業につい
て、事業周知やケアを必要とする
対象者への個別勧奨により、短期
入所型は延べ11人（48日）、通所
型は延べ33人（99日）の利用があ
り、短期入所型、通所型とも令和
４年度実績（短期型：3人14日、
通所型：1人1人）を大きく上回っ
た。

 引き続き事業を実施し、ケアを
必要とする方々が、より利用しや
すいものとしていくため、公費負
担による利用料金の実質無料化を
継続する。また、産科医療機関等
と十分に情報交換するなどし、産
後間もない産婦やこれから出産を
迎える妊婦への産後ケア事業の周
知に努めていく。

28,571
円

25,789
円

30,902
円

40,058
円

43,806
円

増加

３ 各プロジェクトの進捗状況 《Ⅱ ハッピー子育てプロジェクト》  10

子ども一人当たりの児童福祉費

子ども一人当たりの母子保健費



 「子育ては楽しいもの」「子育てを楽しむことが親と子の幸せにつながる」という考えの下、親子で集え、楽しむことので
きる場所を整備し、子育て家庭へのサポートの充実を図ることでハッピー子育てを推進してきた。
 令和３年度のつくし保育園子育て支援センターの開設や既存の公園への遊具等の整備により、子育て世代が親子で過ごす場
は充実してきている。一方で、全天候型遊戯施設のニーズは高まっていることから、今後、子どもの遊び場や居場所としてど
ういう環境が必要かを検討していく必要がある。
 また、令和３年度以降、子ども医療費や妊産婦医療費の拡充、インフルエンザ予防接種費用助成の実施、不妊・不育症治療
費の拡充など、経済的支援の充実を図ってきた。
 このほか、子育てに関する相談や情報提供等を身近に利用できるよう、子育て世代に親和性の高いSNSなどのツールを利用
してきた。今後、情報の利用者である子育て世代の目線に合わせ、情報媒体についても充実を図っていく。

ア 「親子が集える場づくり」、イ「親子で楽しめる公園の整備」については、子育て支援センターの利用者数は直近３年間
で緩やかに増加してきた。また、子育て拠点施設利用者数や公園来訪者数は一時大きく減少したものの、新型ウイルス感染
症以前の数に戻ってきており、加えて遊び場のニーズは高まっている。現在ある施設の利用促進を図るための情報発信に加
え、新たな遊び場の創出の必要性を含め、親も子も楽しく遊べる遊び場の在り方を検討していく。

ウ 「子育て家庭へのサポートの充実」については、保育所等における給食食材費高騰対策や私立保育園の施設整備への補助
や、妊産婦医療費助成の拡充、不妊・不育症治療費助成の拡充、産後ケア事業の利用料金実質無償化など、経済的支援を充
実させてきた。また、これら経済的支援に加え、子育てを安心して楽しむことができるよう、妊娠・出産・子育て期まで地
区担当の保健師等による面談や訪問等の実施により、切れ目のない支援を引き続き行っていく。

  子育て支援情報の周知については、子育て支援情報メールに加え、子育て世代により親和性の高いSNSなどのツールに重
点を置いていく。

11

(2) プロジェクトの総括と評価
〈総括〉

〈評価〉

３ 各プロジェクトの進捗状況 《Ⅱ ハッピー子育てプロジェクト》  11

停 滞 やや停滞 着 実 やや推進 推 進



指標の状況 第２期の主
な取組項目 令和5年度の取組成果 令和6年度の取組計画

R元 R2 R3 R4 R5 目標値

1.19本 0.93本 0.93本 0.77本 0.76本 0.70本
母子の歯科
保健の充実

 保育所(園)、幼稚園、認定こども
園の全施設で、フッ化物洗口を実施
し、子ども一人当たりの虫歯本数を
減少させることができた。
・実施方法
 １分間ブクブクうがい（週５日）
・実施時期
 年長(５歳)児：通年
 年中(４歳)児：９月～３月

 引き続き、保育所(園)、幼稚園、
認定こども園において、フッ化物洗
口を実施する。

28,571
円

31.0％

25,789
円

24.1％

30,902
円

22.7％

40,058
円

28.2％

43,806
円

24.9％

増加

20.0％

「眠育」
（早寝、早
起き）の啓
発強化

・睡眠調査
 モデル地区、全公立保育所及び希
望のあった私立保育園で実施した。
・眠育講話
 29施設の年長児保護者対象に実 
施した。

 これまで進めてきた３つのモデル
地区での眠育推進事業から全市立学
校を対象とした眠育推進の取組を実
施する。
 また、眠育の取組は長年の生活習
慣を変容させることが難しく、乳幼
児期からの取組の積み重ねが重要で
あることから、乳幼児健診等におけ
る睡眠指導や眠育講話などの取組を
実施していく。

 
   

乳幼児との
ふれあい体
験の充実

 市内６校の中学３年生が保育所等
で幼児とのふれあい活動を実施した。

 これから親となる若い世代が子育
てに関し学習できる場であることか
ら、引き続き中学３年生による幼児
とのふれあい活動を実施していく。
（７校で実施予定）

３ 各プロジェクトの進捗状況 《Ⅲ 子ども・若者の健やかな成長プロジェクト》 
(1) 施策の状況

12

ア 母子保健、家庭教育の充実

12

子ども一人当たりの虫歯本数(5歳児）

子ども一人当たりの母子保健費【再掲】

睡眠時間が９時間未満の５歳児の割合



指標の状況 第２期の主
な取組項目 令和5年度の取組成果 令和6年度の取組計画R元 R2 R3 R4 R5 目標値

296件 302件 262件 292件 264件 420件
相談事業の
充実

 月１回土曜日を時間外相談日とし、
平日仕事で参加が難しい保護者から
の相談に対応した。
・臨床心理士相談 46回 120件
・言語聴覚士相談 29回   58件
 LINE相談で子どもの健康や保育
など、子どもにまつわる多岐にわた
る悩みに対応した。LINE相談が増
加し電話相談が減少した。
・LINE登録者数 734人
・LINE相談件数 372件（※複数回
のやり取りがある場合はそれぞれを
１件とカウントしている。）

 LINE相談の浸透によりLINE相談
を入口として必要者には個別の子育
て相談を紹介し、対応を広げていく。
 また、LINEの運用については、
相談者が子どもに関わる様々な悩み
をより気軽に相談できるよう、引き
続き対応していくとともに、LINE
相談の活用を促すための周知を行っ
ていく。

3,639
人

3,995
  人

4,427
人

4,369
人

4,192
人

6,000
人

子育てに関
する情報発
信の充実

 子育て支援に関する情報は、子育
て支援サイトや子育てガイドブック
へ掲載しているものの、受け身の情
報発信であり、見てもらえるのを待
つものであった。令和５年度は市公
式LINEとLINE相談を活用し、子育
てガイドブックの情報を定期的に配
信した。その結果、情報を得ること
ができたことに肯定的な意見をいた
だいたり、配信直後にLINE相談に
相談が入ったりしており、子育て支
援策の周知につながっている。

 子育て支援に関する情報を「知ら
なかった」「聞かないと教えてくれ
ない」という声が少なくなるよう、
子育て支援策や制度をLINEで引き
続き配信していく。これら支援策や
制度のほか、子育て中の保護者の不
安や悩みに対応するため、例えば子
どもの月齢や年齢に応じてよく寄せ
られる質問などをQ&A形式で子育
て支援サイトに掲載するなど検討し
ていく。

13

イ 子どもの発育・子育て相談の充実

３ 各プロジェクトの進捗状況 《Ⅲ 子ども・若者の健やかな成長プロジェクト》  13

子どもの発育・子育て相談の件数

子育て支援情報メールの登録者数【再掲】

(1) 施策の状況



(1) 施策の状況

14

指標の状況 第２期の主
な取組項目 令和5年度の取組成果 令和6年度の取組計画

R元 R2 R3 R4 R5 目標値

小学校
-0.23％

中学校
-0.59％

小学校
-0.15％

中学校
-0.22％

小学校
-0.07％

中学校
-0.68％

小学校
-0.13％

中学校
-0.16％

小学校
％

中学校
％

小学校
-0.15％

中学校
-0.37％

子ども・若
者の意見表
明機会の充
実

 青少年育成市民会議との連携によ
る「私のメッセージ三条市小学生大
会」を実施し、子ども・若者が意見
表明する機会を設けた。
・第19回 私のメッセージ三条市小
 学生大会（11月11日開催）
  発表者 市内小学生20人
  入場者 205人 

 令和５年４月に施行されたこども
基本法においては、子ども自身の意
見発表を始めとする社会参画活動を
うたっており、国や地方公共団体は、
子どもの意見を反映させるために必
要な措置を講ずるものとされている。
 子ども・若者の意見を表明する機
会として「私のメッセージ三条市小
学生大会」の実施を継続するほか、
様々な機会を捉えて子どもに関する
施策について、子ども・若者の意見
を聴く機会を設け、それをフィード
バックしていかなければならない。

197人 224人 114人 152人 168人 210人

ウ 子ども・若者の社会形成、社会参加の推進

３ 各プロジェクトの進捗状況 《Ⅲ 子ども・若者の健やかな成長プロジェクト》  14

不登校児童生徒の発生率の全国平均との差

勤労青少年ホーム35歳以下登録者数
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(2) プロジェクトの総括と評価

 次代を担う子ども・若者の健やかな成長のため、母子保健の各般の取組に加え、歯科保健の充実や眠育の強化を図ってきた。
これらの取組は、幼少期から継続して進めていくことで成果が表れるものであることから、引き続き、着実に取り組んでいく。
 また、健やかな成長というときには、体の成長だけではなく、心の成長についても取り組んでいかなければならない。様々
な機会を捉えて、子どもや若者が普段の生活体験を通じて感じたことや社会問題に対する自己の考え、行政が行う子ども施策
に関する意見を表明し、その意見に対して行政がフィードバックを行い、子どもや若者の社会参画意識を高めていかなければ
ならない。それが心の健やかな成長につながっていく。

ア 「母子保健、家庭教育の充実」については、子ども一人当たりの虫歯本数の減少は、保育所等のフッ化物洗口が定着した
ためと考える。睡眠時間が９時間未満の５歳児の割合は上がり下がりがあるものの目標を上回っており、子ども達の健やか
な成長を図る眠育の取組は推進されてきた。こうした取組は、一朝一夕に成果・効果を出せるものではないため、引き続き、
着実に進めていき、子どもたちの健やかな成長を図っていく。

イ 「子どもの発育・子育て相談の充実」については、指標の状況にある子どもの発育・子育て相談の件数は、保健師や臨床
心理士、言語聴覚士といった専門家による相談件数のみで、LINEによる子どもなんでも相談の件数を加えると、目標値を上
回った。土曜日の時間外相談日やLINE相談など、多様な働き方を考慮した相談体制を整備し、気軽に相談できるようになっ
てきた。

  子育て中の保護者の不安や悩みに対応するため、子育てに関する情報を、LINEを活用しプッシュ型に近いかたちで発信し
た。配信後にLINEや電話などの反応もあり、今後も必要な情報は子育て支援サイト等への掲載だけではなく引き続き積極的
に発信していく。

ウ 「子ども・若者の社会形成、社会参加の推進」については、これまでも私のメッセージ小学生大会などの取組を実施して
きたが、今後は意見表明の場に加え、様々な子ども・若者に関わる施策に対して子ども・若者の意見をどう反映させていく
かも検討していかなければならない。

〈総括〉

〈評価〉

３ 各プロジェクトの進捗状況 《Ⅲ 子ども・若者の健やかな成長プロジェクト》  15

停 滞 やや停滞 着 実 やや推進 推 進



指標の状況 第２期の主
な取組項目 令和5年度の取組成果 令和6年度の取組計画

R元 R2 R3 R4 R5 目標値

85人 83人 87人 81人 83人 100人

養育支援訪
問事業の充
実

 関係機関に事業を周知し、情報提
供・共有化を図りながら妊娠、出産、
子育てに不安があり継続的に支援が
必要な人に対し支援を行った。 
（訪問実人数13人 延べ25人）

 伴走型相談支援事業や産後ケア事
業により対象者を早期に把握し、妊
娠中から支援を行い、出産や育児の
不安の軽減を図っていく。また、家
族の支援が得られない等の妊産婦に
対し、家事・子育て等の支援を行う
子育て世帯訪問支援事業の実施に向
けた検討を進める。

被虐待児童
及び問題行
動児童の進
行管理の強
化

 被虐待児童について、年４回の
ケース進行管理会議において、重症
度判定表に基づき、重症度及び支援
方針を明確化し、関係機関と連携し
ながら支援を実施した。
（検討対象者数 延べ197人）
 また、特別な配慮を必要とする不
登校の児童生徒についても、子ども
の悩みに寄り添い、安心して教育を
受けられるよう支援員を増員して対
応した。

 引き続き、年４回のケース進行管
理会議において被虐待児童の重症度
を判定し、支援方針を明確化する。
 増加している不登校の児童生徒に
対して、登校への不安に寄り添い学
びを止めることがないよう支援体制
を強化していくとともに、個に応じ
た必要な支援を継続して行うため、
関係各課等とより効果的に連携でき
る体制づくりを進める。

311件 310件 390件 508件 483件 380件

３ 各プロジェクトの進捗状況 《Ⅳ 子ども・若者支援プロジェクト》 
(1) 施策の状況
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ア 子ども・若者総合サポートシステムの充実

16

子ども・若者総合サポートシステム
登録希望者数

青少年相談件数



指標の状況 第２期の主
な取組項目 令和5年度の取組成果 令和6年度の取組計画

R元 R2 R3 R4 R5 目標値

54.1％ 60.3％ 70.1％ 75.2％ 63.5％ 60.0％

若者への支
援体制の強
化

 青少年相談業務をささえあいコ
ミュニティ生活協同組合新潟に引き
続き委託し、同団体が運営する三条
地域若者サポートステーションと連
携して若者支援の相談体制の強化を
図った。

 義務教育終了後も支援が途切れる
ことがないように、ひきこもりや不
登校など悩みを抱えている方に対し
て、情報提供や支援の強化を引き続
き図る。

３ 各プロジェクトの進捗状況 《Ⅳ 子ども・若者支援プロジェクト》 
(1) 施策の状況

17

ア 子ども・若者総合サポートシステムの充実

17

三条地域若者サポートステーションでの
就職率

イ 三条っ子発達応援事業の充実
指標の状況 第２期の主

な取組項目 令和5年度の取組成果 令和6年度の取組計画
R元 R2 R3 R4 R5 目標値

82.4％ 83.9％ 87.2％ 82.2%
  

 
81.3％ 89.0％

年中児発達
参観の全市
実施

 子どもの育ちや個性に早期に気づ
くため「年中児発達参観」を32施
設で実施し、必要な支援に繋げた。
・公立保育所  ９施設
・私立保育園  16施設
・私立幼稚園  ２施設
・認定こども園 ５施設
・対象児童 618人（596人参加）
・延べ実施回数 53回

 引き続き、年中児発達参観を着実
に実施する。

発達支援に
係るコー
ディネー
ターの資質
の向上

 発達支援コーディネーター研修を
実施し適切な指導体制の整備に努め
た。
・受講施設 26施設
・基礎編  研修１（26人）
      研修２（26人）
・応用編  研修１（33人）
      研修２（30人）

 障がいや発達の遅れのある子ども
の個々の状態に配慮した支援を行う
ため、発達支援コーディネーターの
資質をより一層向上させるような内
容の研修を実施し、特別な支援や配
慮を要する子どもに早期に気付く割
合を改善させていく。

年中児発達参観前に特別な支援や配慮を
要する子どもに気付く割合



３ 各プロジェクトの進捗状況 《Ⅳ 子ども・若者支援プロジェクト》 
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(2) プロジェクトの総括と評価
〈総括〉

〈評価〉

  虐待、いじめ、不登校、発達障がい、ひきこもりなど、子どもや若者が抱える問題は多岐にわたり、また子ども達だけで
はなく、生活困窮や保護者の障がいなど、それらが絡み合ってケースの要因が複雑化・重層化し、ケースの解決が困難性を
増してきている傾向がある。支援が必要な子どもを取り巻く個々の状況に応じた支援を切れ目なく総合的に行う必要がある
ため、「子ども・若者総合サポートシステム」により、関係機関との連携強化や義務教育終了後を含めた適切な支援を継続
的に実施できる体制を構築していく。

ア 「子ども・若者総合サポートシステムの充実」については、少子化、核家族化の進行、地域のつながりの希薄化の進行に
よる子育ての孤立化、保護者の心身の不調や精神の未熟さなどによる児童虐待のケースのほか、保護者の介護や障がい、生
活困窮など、他の家庭的な課題と重層的にケースが複雑化し、困難性が増してきている。こうした虐待の発生するリスクや
早期の改善が困難なケースが年々高まっている中にあっても、「子ども・若者総合サポートシステム」についてはノウハ
ウ・知見が蓄積され、確実に個別ケースに対応している。

  一方で発達障がいや不登校などの特別な配慮を必要とする子どもは全国的に増加傾向にあり、当市においても早期に本人
や保護者からの悩みに寄り添い、適切な支援と安心して教育を受けられる支援体制を構築していく必要がある。

  現在、支援を行う関係機関と迅速な情報共有を図るため、児童虐待のケース対応についてはクラウド情報共有システムを
活用している。今後は児童虐待だけでなく障がいや不登校などについても、こうしたシステムを活用して連携強化を図り、
切れ目のない継続した支援を行っていく。

イ 「三条っ子発達応援事業の充実」については、発達障がい等を有する子どもたちに早期に気付く割合は令和４年度と比較
して減少したが、年中児発達参観をきっかけに保育士と子どもの姿を共有し、早期支援へとつながっており、基本的に全体
として支障なく機能している。今後も「発達支援コーディネーター」の更なるスキルの向上を図り、保育所内での早期の気
付きと早期の支援に繋がるよう研修体制を整えていく。

18

停 滞 やや停滞 着 実 やや推進 推 進



指標の状況 第２期の主
な取組項目 令和5年度の取組成果 令和6年度の取組計画

R元 R2 R3 R4 R5 目標値

9,169
人

10,890
人

12,474
人

12,728
人

 
12,565

人

 
12,000

人

通学路の確
認

 関係機関による通学路安全推進会
議において各学校からの通学路改善
要望を協議し対応を図った。

 引き続き、通学路安全推進会議に
より、各学校からの要望を踏まえ、
通学路の改善を図る。

巡回指導  青少年指導委員により、登下校時
の子どもたちへの声かけや地域への
広報を行いながら、巡回を実施した。
また、市民からの不審者情報に対し
ては緊急巡回を実施した。

 引き続き、青少年指導委員による
地域の巡回指導を実施する。

指標の状況 第２期の主
な取組項目 令和5年度の取組成果 令和6年度の取組計画

R元 R2 R3 R4 R5 目標値

14件 15件 13件 14件 15件 18件
関係団体へ
の支援の強
化

 青少年育成関係団体の事務局業務
において、団体ごとの青少年健全育
成に対する方針と、市の取組の方向
性について擦り合わせをしながら支
援を進めた。

 引き続き、各団体が青少年健全育
成の取組を進められるよう支援して
いく。

4,725
枚

5,051
枚

5,358
  枚

5,638
  枚

5,797  
枚

5,000
  枚

３ 各プロジェクトの進捗状況 《Ⅴ 子ども・子育て応援社会プロジェクト》 
(1) 施策の状況
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ア 子ども・子育て家庭を支えるまちづくりの推進

19

青少年育成市民会議小学校区・地域育成活動助成金申請件数

サンキッズカード累計交付枚数

イ 地域における安全・安心の確保

安心・安全情報メールの配信登録者数 
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(2) プロジェクトの総括と評価

 子ども・若者が健やかに成長することができる活力ある地域社会を実現させるため、青少年育成関係団体の活動を引き続き
支援し、地域の安全・安心の確保を図り、地域ぐるみで子ども、若者、子育て家庭を応援していく。

ア 「子ども・子育て家庭を支えるまちづくりの推進」については、青少年育成市民会議による小学校区や地域の育成活動へ
の助成金交付申請件数はほぼ横這いとなっており、新型ウイルス感染症に関わらず地域の活動が行われている。青少年育成
市民会議、青少年指導委員会、子ども会連合会などの各種関係団体においては、令和５年５月に新型ウイルス感染症が感染
症法上の５類感染症へ移行されてからは、感染症禍前のように各種関係団体主催の行事を実施することができるようになっ
てきた。今後もこれらの団体の取組を支援していく。

  また、サンキッズカードは令和２年度中に目標値を達成したが、出生数が減少していることから、単年度の発行枚数も減
少してきている。今後は、サービスの対象、内容、使い勝手の充実を図っていく。

イ 「地域における安全・安心の確保」については、登下校時のスクールバスの運行基準の見直し、通学路安全推進会議の開
催による通学路の改善等を進めることで、子どもの安全・安心の確保を進めてきている。不審者に関する通報は減少してき
ているものの、全国では子どもを巻き込んだ事件が後を絶たないことから、地域と学校が連携して子どもたちを守る取組の
重要度は変わらず高く、自治会やPTA等による登下校時の見守りや青少年指導委員による巡回等を引き続き進めていく必要
がある。

〈総括〉

〈評価〉

３ 各プロジェクトの進捗状況 《Ⅴ 子ども・子育て応援社会プロジェクト》  20

停 滞 やや停滞 着 実 やや推進 推 進



４ まとめ

 子育てしやすいまちづくりは、「安心して子育てを楽しみ、次代を担うすべての子どもたちが心身と
もに健やかに育つこと」を目指し、子どもの育成環境を様々な側面から調えていくことにある。
 経済的支援については、令和３年度以降は、不妊治療費助成の拡充、不育症治療費助成の創設、妊産
婦医療費助成や子ども医療費助成の拡充、インフルエンザ予防接種費用助成の創設など、飛躍的に充実
させ、今まさに子育てに取り組んでいる個々の子育て家庭のニーズに対して一層手厚く進めてきたこと
は、子育て世代の家計支援において一定の成果を上げている。
 他方で、個々の子育て家庭では整えられない基盤づくり・環境づくりについては、様々な取組を実施
しても、基盤や環境が充実したとすぐに実感できるような効果が表れるとは限らない。令和３年度以降、
新たな子育て支援センターの開設や休止していた一時預かりの再開により、全８か所での受入体制が
整ったが、利用者数は新型ウイルス感染症以前のようには戻っていない。一時預かり対象の拡充を求め
る声もあり、民間の子育て支援団体を含め、子どもの一時預かりの担い手が将来にわたって安定的に
サービスを提供できる盤石な体制を取ることができるよう、どのような支援が必要か検討していく。
 また、子どもの放課後等の居場所の確保については、これまでどちらかと言えば重点を置いてきた子
育て中の「親の目線」で児童クラブや放課後子ども教室の充実を図るため取り組んできたが、令和５年
12月にこども家庭庁が示したこどもの居場所づくりに関する指針に示されているように、子どもがそこ
を居場所と感じるかどうかは、子ども本人が決めることであり、「親の目線」から、子ども自身がどう
感じているかとする「子どもの目線」にシフトして居場所づくりに取り組んでいかなければならない。
 さらに、子どもや若者に関わる施策に関して、行政は当事者である子どもや若者が意見を表明する機
会を確保しなければならず、また、その意見をどのように反映させていくのかを子どもや若者にフィー
ドバックしなければならない。その手法は、年齢や発達の程度などに合わせた適切な方法によらなけれ
ばならず、「子どもの目線」に立ち、考えていく必要がある。
 今年度が第２期すまいる子ども・若者プランの最終年度であり、今後第３期のプランを策定していく
に当たっては、「子どもの目線」「親の目線」、そしてそれらを総じた「利用者の目線」のように、子
どもをまん中に据えた子ども・子育て全般からの目線でニーズを敏感に捉えていかなければならない。
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